
国立健康危機管理研究機構の研究活動に係る行動規範 

この行動規範は、国立健康危機管理研究機構（以下「機構」という。）において行

われる研究活動における信頼性と公正性を確保し、機構で研究活動を実施する常勤、

非常勤職員、客員研究員、研修生その他機構において研究を行う全ての者（以下「研

究者」と総称する。））自らが研究を遂行し、又は研究費（厚生労働省及び他府省が

所管する公募型の研究費、運営費交付金その他の厚生労働省及び他府省の予算の配分

及び措置による公的研究費に加え、公募によらない研究費（委受託研究、共同研究等

により獲得する研究費）を含む、機構における研究活動のために執行される全ての経

費を総称するものとする。）の事務処理を行う職員（以下「事務職員」という。）が

研究費の適正な執行を確保する上で遵守すべき規準を定める。 

１．研究活動における不正行為の防止 

研究者は、自らの研究活動のあらゆる局面において、捏造、改ざん、盗用などの不

正行為を行わないことはもとより、研究データ・資料の適切な取扱いと管理・保存を

徹底し、不正行為の発生を未然に防止するよう研究・教育環境の整備に努めなければ

ならない。 

２．研究成果の発表 

（１）研究者は、発表する研究データの信頼性の確保に向けて最善の努力を払うとと

もに、他の研究者の研究成果やオリジナリティーを尊重して公正かつ適切な引用

を行うことを基本姿勢としなければならない。

（２）学術論文等の発表に際しては、オーサーシップや既発表類似データの再利用な

どについて、各研究組織・研究分野・学術誌ごとにある固有の慣例・ルールに則

って細心の注意を払い、著者全員の十分な了解のもとに行うものとする。

３．生命倫理の尊重、環境・安全管理 

（１）研究者は、研究実施上、関連する法令、関連省庁や学会等の指針（ガイドライ

ン）等を遵守し、必要に応じて学内外の委員会での承認を受け、ヒトや動物を

対象とした研究においては生命倫理を最大限に尊重しなければならない。 

（２）環境・安全に対して有害となる可能性のあるもの（放射線、放射性同位元素、

核燃料物質、劇毒物、環境汚染物質等）を取り扱う場合にも前項と同様とす

る。

４．差別やハラスメントの排除 

研究者は、研究活動のあらゆる局面において、各個人の人格と自由を尊重し、属性



や思想信条による差別を行わない。また、研究上の優位な立場や権限を利用して、そ

の指示・指導等を受けるものに不利益を与えるような言動をとらない。 

 

５．研究成果・研究材料の共有、守秘義務、個人情報の保護  

研究者は、自らの公表済みの研究成果並びに研究材料を広く研究者コミュニティー

に開放し、他の研究者が必要に応じて利用できるよう努めなければならない。一方

で、研究協力契約や知的財産権に係るものに関しては、所定の守秘義務を遵守すると

ともに、他の研究者の未発表研究成果、特に論文や研究費の審査過程で知り得たもの

については、守秘義務を厳密に遵守しなければならない。さらに、研究の過程で入手

した他者の個人情報の保護に努め、適正な取扱いを行うものとする。 

 

６．利益相反マネジメント、研究セキュリティ・研究インテグリティを確保するため

の取り組み  

（１）研究者は、自らの研究活動の透明性を確保し説明責任を果たすため、利益相反

や責務相反の発生に十分な注意を払い、かかる状況が発生する場合には、機構及

び資金配分機関等に対し適切な開示を行わなければならない。 

（２）研究者は、近年の研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスク（意図せ

ぬ利益相反・責務相反に陥るリスク、技術流出・情報流出につながるリスク等）

が存在することを認識し、利益相反マネジメント等をはじめとしたリスク管理を

自ら行わなければならない。また、かかるリスクが懸念される場合には、すみや

かに機構に申し出なければならない。 

 

７．研究管理者としての責務 

（１）研究管理者（研究者であり、かつ、研究部門における研究活動を管理する立場

にある者）は、研究部門における研究データ・資料の適切な取扱いと管理・保存

を責任もって行うとともに、研究部門内の研究者が各自の能力を十分に発揮でき

るような研究環境の整備に努め、各研究者の貢献度の客観的評価を通じて公正な

研究部門の運営を行うものとする。  

（２）研究管理者は、研究部門内の研究者全員に本行動規範の内容を周知徹底し、規

範を逸脱することのないように最善の配慮を払わなければならない。 

 

８．事務職員としての責務  

（１）事務職員は、研究費に係る事務処理手続きに関するルールをすべての研究者及

び事務職員（以下「職員等」という。）に分かりやすいよう定めるとともに、自

ら理解し適切に運用しなければならない。  

（２）事務職員は、研究者が行う研究活動の特性を充分理解し、効率的な研究遂行を

支援するよう努めなければならない。 



（３）事務職員は、研究を行う上で必要な事柄については、研究費に係る事務処理手

続きに関するルールに照らし、常に細心の注意を払って処理するよう留意するも

のとする。 

９．研究費の適正使用 

（１）職員等は、研究費の使用に当たり社会に対する説明責任を担っていることを自

覚し、国民の疑惑や不信を招くことのないよう、公正に行動しなければならな

い。 

（２）職員等は、研究費の使用に当たっては、研究助成（補助、委託）目的等を最大

限に尊重するとともに、研究費の不正使用を防止する観点から各研究費に定めら

れた助成（補助、委託）条件や使用ルール等を遵守しなければならない。 

（３）職員等は、研究費の不正使用が、個人のモラルの低下のみならず組織的な取り

組みの不十分さからも起こり得るものであることを認識し、職種間の相互理解を

より深めながら、協力して研究費の不正使用を未然に防止するよう努めなければ

ならない。 

 

 

附 則  

この規範は、令和７年４月１日から施行する。 


